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●国保・健康だより

●老人保健からのお知らせ

●教育委員会だより

●壬生町マイ・チャレンジ推進事業

●ゴミの減量にご協力ください

●アンケートヘの回答－その２－

●土地改良区の統合整備を進めよう
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　盛り上がりを見せた「いなばの郷いちご狩りふれあい

フェスティバル」

６月６日開催、会場：稲葉小学校（関連記事18頁）
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噺奮白縮
国保税は必ず納期内に納めましよう

　国民健康保険税は、助け合いによってみなさんの健康を守っていく大切な制度です。医療費の心配な

＜安心して医療が受けられる体制づくりが必要です。　　　　　　　　上　　　　　　レ

　あなたがかかる医療費は、窓口でお支払いいただ《自己負担、国などの補助、そして保険税でまかな

われ、特に保険税ばそのま犀な財源です4､…………あ:なな=､と家族の健康な朱濤のぐために､…………万こ保険税の役割とはたら

きを知って、保険税の期限内納付にご協力ぐださい√　　　　　　……　……=………………=……j……=……………゛jj　　　　　　　尚

40歳以上65歳未満の方は、国民健康保険税に介護分が含まれます

　国保税の決め方
40歳未満

40歳以上65歳未満

(第２号披保険者)

医療分のみ

医　療　分　　　　　　国民健康保険税

バに

ご

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（介護分の算定方法は医療分と同様です｡）

レ算定方法（医療分・介護分）

　１

．

所得割額　（披保険者の所得に応じて計算）

　２．資産割額　（被保険者の固定資産に応じて計算）

　３．均等割額　（披保険者一人いくらと計算）

　４

．

平等割額　（―世帯いくらと計算）

六国保税はいつから納めるの

　国保税を納めるのは、国保の被保険者としての資格を得たときからで、届け出をしたとき

　からではありません。加入の届け出が遅れたときは、資格が発生した月までさかのぼって

　国保税を納めることになります。
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国保鋭の納付は使利な口座振替で！　　宍

手続きは簡単です。

４一度手続きをすれば翌年度からも自動的に継続されます。

手続きに必要なもの

⑤預金通帳

⑤通帳の届出印

足
栃

次の金融機関へ

利　銀

木　銀

栃木信用

行本支店

行本支店
金庫本支店

下野農業協同組合本支店

郵 使
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EEぢまぃ゜Ｓ＝ぶ若jS⊇｡　　強回釦詞り励号。

　国民健康保険高齢受給者証は、毎年８月１日に更新されます。本年も７月26日頃、発送の

予定となっております。７月31日になっても届かない場合は、町民生部保健課国民健康保険

係（昔81－1836）に問い合わせてください。

　現在お持ちの高齢受給者証は、７月31日で期限切れとなりますのでご注意ください。

　なお、８月１日以降になりましたら、役場保健諜か住民課又は稲葉・南犬飼出張所へ返還

してください。
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国民健康保険をささえる保険税

　国民健康保険に加入すると、保険税を支払う義務が生じます。納められた保険税は、国などの補助金

と合わせて、みなさんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、お子さんが生まれたり、ご家族のだ

れかが亡ぐならた;と老などの給付費用にあてられますj

ごのように保険税は、国民健康保険を運営するための大切な財源なのです。　　　　　　　　サ

●保険税を滞納すると

　※災害などの特別な理由もなく、長い間保険税をおさめないでいると、やむを得ず次のよう

　　な措置を取ることがあります。

　･;……制=l…………=1==納期限=を遣ぎる………と万

　　　　督促が行われます。延滞金を徴収される場合がありますので速やかに納めましょう。

２．それでも納めないでいると

　　　通常の保険証の代わりに短期披保険者証が交付される場合があります。短期被保険者

　　証は、保険証の有効期間が短くなりますので、その都度更新手続きが必要となります。

３．納期限から１年間を過ぎると

　　　被保険者資格証明書が交付されます。披保険者資格証明書とは、壬生町が保険税を滞

　　納している人に対し、保険証を返してもらい、その代わりに交付する書類です。国保の

　　披保険者の資格を証明するだけのもので、保険証のように受診券とはなりません。です

　　から、お医者さんにかかるときは、医療費をいったん全額自己負担することになります。

　　　全額自己負担で診療を受けられた場合、本来保険者である町が負担する７割分を戻す

　　国民健康保険特別療養費支給申請・請求を、診察を受けた月の翌々月以降に領収書持参

　　のうえ、保健課国民健康保険係に対して行ってください。

　　　特別療養費を含む療養費の請求権は、診療費を支払った日の翌日から起算して２年で

　　時効により消滅します。

４．納期限から１年６か月間を過ぎると

　　国保の給付が、全部または一部差し止めになります。

５．それでも納めないでいると

　　差し止められた保険給付額から滞納分か差し引かれます。

注意：以上の措置がとられても、その間の保険税の納付義務がなくなることはありません。

「短期被保険者証」や「資格証明書」が交付される前に

早
ﾉ……………め……………に…………相…………談…………こｿﾞ………を…………:…………j7=……:|:･･.･:j=･
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納付が困難な場合は、滞納のままにせず納付方法について、早めに担当窓口にご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（納付相談窓口：総務部税務課収税係　昔８１－１８１６）

※災害などの特別な理由とは、次のような場合をいいます。

　（1）政令で定めた特別な事情があると認められた場合。

　　　たとえば、世帯主が財産の災害、盗難にあったときや事業で著しく損失を受けたときなど。

　（2）70歳以上（65歳以上で障害認定を受けている方）の老人保健制度で、医療を受けている場合。

　（3）厚生労働省で定める公費負担医療を受けている場合。
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